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D-426 皮内反応検査（生物学的製剤又は免疫抑制剤の投与前）（結核菌

特異的インターフェロン－γ産生能との併算定） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、生物学的製剤又は免疫抑制剤の投与前において結核検査と

して実施する「皮内反応検査」及び「結核菌特異的インターフェロン－γ

産生能」の併算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 生物学的製剤又は免疫抑制剤の投与前において、結核診断検査として

「皮内反応検査」及び「結核菌特異的インターフェロン－γ産生能」両方

の検査を併施する必要性は低い。したがって、併算定は認められない。た

だし、併施する場合は、両検査を必要とした理由の詳記が必要であると整

理した。 

 


